
第 9 号 議 案

　令和8年度（2026年度）町田市一般会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２１１，２５６，５５７千円と定める。

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）

第２条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、

　「第２表　債務負担行為」による。

（地方債）

第３条　地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、

　「第３表　地方債」による。

（一時借入金）

第４条　地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、３,０００,０００千円と定める。

（歳出予算の流用）

第５条　地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

　(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

　

令和8年（2026年）3月9日提出

　

東 京 都 町 田 市 長　　　　稲　垣　康　治

令和8年度（2026年度）町田市一般会計予算
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　１　表　　　歳　入　歳　出　予　算

 歳   入

款 項
千円

1. 市税 ７３,５２２,７５６

1. 市民税 ３６,７９７,６８２

2. 固定資産税 ２７,３１０,６１２

3. 軽自動車税 ５６０,３７４

4. 市たばこ税 ２,３１５,９９０

5. 入湯税 ６,１１０

6. 事業所税 ８３１,１８７

7. 都市計画税 ５,７００,８０１

2. 地方譲与税 ７４３,０００

1. 地方揮発油譲与税 １５０,０００

2. 自動車重量譲与税 ５４４,０００

3. 森林環境譲与税 ４９,０００

3. 利子割交付金 ４０１,０００

1. 利子割交付金 ４０１,０００

4. 配当割交付金 ９８１,０００

1. 配当割交付金 ９８１,０００

5. 株式等譲渡所得割交付金 １,７６４,０００

1. 株式等譲渡所得割交付金 １,７６４,０００

6. 法人事業税交付金 １,７５６,０００

1. 法人事業税交付金 １,７５６,０００

7. 地方消費税交付金 １１,１９６,０００

1. 地方消費税交付金 １１,１９６,０００

8. ゴルフ場利用税交付金 ３９,０００

1. ゴルフ場利用税交付金 ３９,０００

9. 環境性能割交付金 １

1. 環境性能割交付金 １

10. 地方特例交付金 ８６３,０００

1. 地方特例交付金 ８６３,０００

金 額
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款 項
千円

11. 地方交付税 ５,２３０,０００

1. 地方交付税 ５,２３０,０００

12. 交通安全対策特別交付金 ４５,０００

1. 交通安全対策特別交付金 ４５,０００

13. 分担金及び負担金 １４０,７３９

1. 負担金 １４０,７３９

14. 使用料及び手数料 ３,７１３,３９６

1. 使用料 １,７０６,８９０

2. 手数料 ２,００６,５０６

15. 国庫支出金 ４２,９４７,４７５

1. 国庫負担金 ３７,４６６,５６２

2. 国庫補助金 ５,３５７,５２１

3. 委託金 １２３,３９２

16. 都支出金 ３３,０９６,６３１

1. 都負担金 １３,０５６,８３４

2. 都補助金 １９,１０２,９９９

3. 委託金 ９３６,７９８

17. 財産収入 １,０７０,８３８

1. 財産運用収入 ３３８,１４４

2. 財産売払収入 ７３２,６９４

18. 寄附金 ３６５,５２９

1. 寄附金 ３６５,５２９

19. 繰入金 ９,７９９,８０９

1. 特別会計繰入金 ２３５,２８１

2. 基金繰入金 ９,５６４,５２８

20. 繰越金 １,０００,０００

1. 繰越金 １,０００,０００

金 額
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款 項
千円

21. 諸収入 ６,３３３,３８３

1. 延滞金加算金及び過料 １７,００２

2. 市預金利子 ２７,７８３

3. 公営企業貸付金元利収入 １０,０００

4. 貸付金元利収入 ５,０９０

5. 受託事業収入 ３,５３７,６０５

6. 収益事業収入 ６０,０００

7. 雑入 ２,６７５,９０３

22. 市債 １６,２４８,０００

1. 市債 １６,２４８,０００

２１１,２５６,５５７

金 額

歳 入 合 計
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 歳   出

款 項
千円

1. 議会費 ６７０,２０４

1. 議会費 ６７０,２０４

2. 総務費 ２２,７６８,６７０

1. 総務管理費 ２０,０７７,３４０

2. 徴税費 １,８０６,８３５

3. 戸籍住民基本台帳費 ６１３,６０３

4. 選挙費 １２２,４５９

5. 統計調査費 ５４,３６３

6. 監査委員費 ９４,０７０

3. 民生費 １０６,９０６,５２６

1. 社会福祉費 ４４,３７８,１４２

2. 児童福祉費 ４５,８１３,７００

3. 生活保護費 １６,６８２,３５１

4. 国民年金費 ３２,１５０

5. 災害救助費 １８３

4. 衛生費 １６,５２８,４４７

1. 保健衛生費 ５,１５７,２３８

2. 病院費 １,２５７,１０３

3. 清掃費 １０,１１４,１０６

5. 労働費 ３９,９４２

1. 労働諸費 ３９,９４２

6. 農林費 ３９７,５２９

1. 農業費 ３９７,５２９

7. 商工費 １,１２３,１３１

1. 商工費 １,１２３,１３１

金 額
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款 項
千円

8. 土木費 ２１,４３０,４８２

1. 土木管理費 ３３０,４０６

2. 道路橋梁費 ５,２７８,２５７

3. 都市計画費 １５,１４９,１１９

4. 住宅費 ６７２,７００

9. 消防費 ５,４５５,５３８

1. 消防費 ５,４５５,５３８

10. 教育費 ２６,８４１,６２６

1. 小中学校費 ２０,２１５,６３７

2. 社会教育費 ５,６０５,９９０

3. 保健体育費 １,０１９,９９９

11. 災害復旧費 ６

1. 公共土木施設災害復旧費 ２

2. 厚生労働施設災害復旧費 ２

3. 文教施設災害復旧費 ２

12. 公債費 ８,８９４,４５６

1. 公債費 ８,８９４,４５６

13. 予備費 ２００,０００

1. 予備費 ２００,０００

２１１,２５６,５５７

金 額

歳 出 合 計
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まちだゆめ工房エレベーター改修事業
令 和 8 年 度 か ら
令 和 9 年 度 ま で

36,320

子どもセンターつるっこ改修事業

第  ２  表     債  務  負  担  行  為

事　　　　　　　項 期　　　間 限　　度　　額

千円

市有施設照明器具ＬＥＤ化事業
令 和 8 年 度 か ら
令 和 20 年 度 ま で

1,519,545

「広報まちだ」企画・編集支援・印刷業務委託事業
令 和 8 年 度 か ら
令 和 9 年 度 ま で

3,781

令 和 8 年 度 か ら
令 和 9 年 度 ま で

258,236

市民文学館ことばらんど改修事業
令 和 8 年 度 か ら
令 和 9 年 度 ま で

279,708

軽自動車税納税通知書等作成業務委託事業
令 和 8 年 度 か ら
令 和 9 年 度 ま で

2,485

市･都民税特別徴収税額通知書等作成委託事業
令 和 8 年 度 か ら
令 和 10 年 度 ま で

19,508

教育センター解体事業
令 和 8 年 度 か ら
令 和 9 年 度 ま で

613,800

（仮称）子ども・子育てサポート複合施設実施設計業務委託事業
令 和 8 年 度 か ら
令 和 9 年 度 ま で

190,453

和光大学ポプリホール鶴川（鶴川緑の交流館）改修事業
令 和 8 年 度 か ら
令 和 10 年 度 ま で

98,845

市・都民税課税資料データ作成等委託事業
令 和 8 年 度 か ら
令 和 9 年 度 ま で

1,834

確定申告書等処理業務労働者派遣委託事業
令 和 8 年 度 か ら
令 和 9 年 度 ま で

6,614

給与支払報告書等処理業務労働者派遣委託事業
令 和 8 年 度 か ら
令 和 9 年 度 ま で

12,301

市申告書等処理業務労働者派遣委託事業
令 和 8 年 度 か ら
令 和 9 年 度 ま で

513

市・都民税普通徴収納税通知書等作成委託事業
令 和 8 年 度 か ら
令 和 9 年 度 ま で

19,742

督促状・催告書作成委託事業
令 和 8 年 度 か ら
令 和 9 年 度 ま で

4,000

固定資産税・都市計画税納税通知書等作成委託事業
令 和 8 年 度 か ら
令 和 9 年 度 ま で

22,790

軽自動車税・法人市民税事務補助業務等委託事業
令 和 8 年 度 か ら
令 和 11 年 度 ま で

158,182
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町田市バイオエネルギーセンター焼却灰等運搬業務委託事業
令 和 8 年 度 か ら
令 和 12 年 度 ま で

312,993

最終処分場峠谷地区安全対策工事事業
令 和 8 年 度 か ら
令 和 10 年 度 ま で

497,758

千円

収納事務推進事業
令 和 8 年 度 か ら
令 和 11 年 度 ま で

417,770

市立保育園給食調理業務委託事業
令 和 8 年 度 か ら
令 和 9 年 度 ま で

68,508

指定収集袋購入事業
令 和 8 年 度 か ら
令 和 9 年 度 ま で

356,855

熱回収施設等整備運営事業その６
令 和 8 年 度 か ら
令 和 22 年 度 ま で

3,281,839

小規模事業者経営改善資金融資に係る利子助成
令 和 8 年 度 か ら
令 和 10 年 度 ま で

利子助成交付決定に基づき交付する額

町田市道路昇降機更新事業
令 和 8 年 度 か ら
令 和 15 年 度 ま で

356,378

企業誘致推進事業その２
令 和 8 年 度 か ら
令 和 10 年 度 ま で

2,224

企業誘致推進事業その３
令 和 8 年 度 か ら
令 和 12 年 度 ま で

13,144

中小企業融資事業資金貸付に係る利子補給その２
令 和 8 年 度 か ら
令 和 18 年 度 ま で

貸付残高の年利1.95%以内

都計道３・４・４９（相原町）築造事業
令 和 8 年 度 か ら
令 和 9 年 度 ま で

100,602

無電柱化推進事業
令 和 8 年 度 か ら
令 和 9 年 度 ま で

250,000

町田市包括的道路植栽管理事業
令 和 8 年 度 か ら
令 和 12 年 度 ま で

1,213,190

相原駅東口アクセス路整備事業
令 和 8 年 度 か ら
令 和 9 年 度 ま で

46,940

森野六丁目地区住所整理事業
令 和 8 年 度 か ら
令 和 9 年 度 ま で

27,817

鶴川駅南口アクセス道路整備事業
令 和 8 年 度 か ら
令 和 10 年 度 ま で

693,000

民間保育所改築支援事業
令 和 8 年 度 か ら
令 和 9 年 度 ま で

152,453

事　　　　　　　項 期　　　間 限　　度　　額

都計道３・４・３４（南大谷）築造事業
令 和 8 年 度 か ら
令 和 9 年 度 ま で

91,000
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学校用務委託事業
令 和 8 年 度 か ら
令 和 9 年 度 ま で

302,666

小学校児童健康診断委託事業
令 和 8 年 度 か ら
令 和 9 年 度 ま で

26,660

中学校生徒健康診断委託事業

小学校給食調理業務委託事業
令 和 8 年 度 か ら
令 和 9 年 度 ま で

879,449

野津田公園スケートパーク整備事業
令 和 8 年 度 か ら
令 和 9 年 度 ま で

729,350

地域防災計画策定事業
令 和 8 年 度 か ら
令 和 9 年 度 ま で

5,953

南第一小学校地区物品等移転事業
令 和 8 年 度 か ら
令 和 9 年 度 ま で

18,404

消防車両整備事業
令 和 8 年 度 か ら
令 和 9 年 度 ま で

81,872

令 和 8 年 度 か ら
令 和 9 年 度 ま で

17,972

期　　　間 限　　度　　額

千円

鶴川駅南北自由通路築造事業その４
令 和 8 年 度 か ら
令 和 10 年 度 ま で

87,586

鶴川駅南北自由通路築造事業その３
令 和 8 年 度 か ら
令 和 9 年 度 ま で

1,027,807

事　　　　　　　項

都計道３・４・１９（矢部）築造事業
令 和 8 年 度 か ら
令 和 10 年 度 ま で

837,000

芹ヶ谷公園第２期整備事業
令 和 8 年 度 か ら
令 和 12 年 度 ま で

69,420

境川金森調節池上部公園整備事業
令 和 8 年 度 か ら
令 和 9 年 度 ま で

869,931

芹ヶ谷公園エレベーター棟整備事業
令 和 8 年 度 か ら
令 和 10 年 度 ま で

863,274

令 和 8 年 度 か ら
令 和 9 年 度 ま で

521,390

鶴川中央小学校建設事業
令 和 8 年 度 か ら
令 和 10 年 度 ま で

7,208,951

木曽境川小学校外壁屋上防水改修事業（Ⅱ期）
令 和 8 年 度 か ら
令 和 9 年 度 ま で

85,862

忠生小学校屋上防水改修事業
令 和 8 年 度 か ら
令 和 9 年 度 ま で

166,710

金井中学校統合リニューアル工事基本・実施設計事業
令 和 8 年 度 か ら
令 和 10 年 度 ま で

271,649

南第一小学校解体事業
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千円

事　　　　　　　項 期　　　間 限　　度　　額

南第一小学校学校給食配送事業
令 和 8 年 度 か ら
令 和 11 年 度 ま で

43,978

外国語指導助手派遣委託事業
令 和 8 年 度 か ら
令 和 11 年 度 ま で

小学校給食従事員検査委託事業
令 和 8 年 度 か ら
令 和 9 年 度 ま で

1,020

4,495

489,461

芹ヶ谷公園“芸術の杜”・（仮称）公園案内棟／喫茶／版画工房／アート体験棟
整備事業

令 和 8 年 度 か ら
令 和 11 年 度 ま で

1,073,891

南第三・南第四地区統合新設小学校外民間活力導入可能性調査事業
令 和 8 年 度 か ら
令 和 9 年 度 ま で

13,174

令 和 8 年 度 以 降
元利償還期間の満了まで

町田市土地開発公社が融資を受けた公共用地等取得資金に係る元利償還金

南第一小学校ネットワーク移設事業
令 和 8 年 度 か ら
令 和 9 年 度 ま で

13,860

町田市土地開発公社が先行取得した公共用地等の買収
令 和 8 年 度 以 降
買 収 す る ま で

町田市土地開発公社が融資を受けた公共用地等取得資金に係る債務保証

町田市民文学館什器備品等運搬保管業務委託事業

町田市土地開発公社が取得した公共用地等の買収に要する額

令 和 8 年 度 か ら
令 和 9 年 度 ま で

教育支援センター運営委託事業
令 和 8 年 度 か ら
令 和 11 年 度 ま で

138,123

417,332

芹ヶ谷公園“芸術の杜”・（仮称）国際工芸美術館整備事業
令 和 8 年 度 か ら
令 和 12 年 度 ま で

3,336,492

小学校給食室空調設置事業
令 和 8 年 度 か ら
令 和 9 年 度 ま で
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起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

地域センター整備事業 723,000

デジタル活用推進事業 27,000

子ども・子育てサポート等複合施設整備事業 358,000

庁舎整備事業 63,000

学童保育クラブ整備事業 141,000

児童福祉施設整備事業 172,000

障がい者福祉施設整備事業 19,000

資源化施設整備事業 484,000

最終処分場安全対策事業 312,000

ふれあい農業推進施設整備事業 3,000

道路整備事業 1,377,000

都市計画道路整備事業 1,582,000

都市計画公園整備事業 1,200,000

鶴川駅改良補助事業 447,000

雨水管改修事業 157,000

市営住宅整備事業 58,000

消防施設整備事業 345,000

第  ３  表     地        方        債

起 債 の 目 的 限 度 額

千円

証 書 借 入 又
は 証 券 発 行

5.0 ％ 以 内 （ た だ
し 、 利 率 見 直 し
方 式 で 借 入 れ る
資 金 に つ い て 、
利 率 の 見 直 し を
行 っ た 後 に お い
て は ､ 当 該 見 直
し 後 の 利 率 ）

借 入 れ の 時 か ら 据 置
を 含 み 25 年 以 内 に
償 還 す る ｡ た だ し 、
財 政 そ の 他 の 都 合
に よ り 据 置 期 間 と
い え ど も 繰 上 償 還
を な し 、 又 は 償 還
年 限 を 短 縮 し 、 も
し く は 低 利 債 に 借 換
す る こ と が で き る ｡
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起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

防災情報設備整備事業 89,000

小中学校施設改築事業 4,419,000

小中学校施設改修事業 462,000

小学校給食室改修事業 16,000

生涯学習施設整備事業 125,000

鶴川緑の交流館整備事業 31,000

市民ホール整備事業 22,000

国際版画美術館整備事業 57,000

文化施設整備事業 2,236,000

体育施設整備事業 240,000

小中学校ＩＣＴ環境整備事業 935,000

借換事業 148,000

計 16,248,000

起 債 の 目 的 限 度 額

千円

証 書 借 入 又
は 証 券 発 行

5.0 ％ 以 内 （ た だ
し 、 利 率 見 直 し
方 式 で 借 入 れ る
資 金 に つ い て 、
利 率 の 見 直 し を
行 っ た 後 に お い
て は ､ 当 該 見 直
し 後 の 利 率 ）

借 入 れ の 時 か ら 据 置
を 含 み 25 年 以 内 に
償 還 す る ｡ た だ し 、
財 政 そ の 他 の 都 合
に よ り 据 置 期 間 と
い え ど も 繰 上 償 還
を な し 、 又 は 償 還
年 限 を 短 縮 し 、 も
し く は 低 利 債 に 借 換
す る こ と が で き る ｡
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